
志 望 校 選 び は 過 去 問 が 両 輪 ！
来春の高校入試に向けて、受験生がこの時期に取り組みたいことは大きく分けて二つ

あります。志望校を固めることと、過去問(実際の入試問題)の演習です。それぞれは合

格を手にするための「両輪」ということができます。

説明会への参加「鉄則」
志望校を考えるとき､まずは「将来の進路」をイメージします。どんな仕事に就きた

いのか、どんな夢を実現したいのか、それによって高校で学ぶことは異なります。大学

入試に向けた勉強を重視して入試科目の授業時間数を増やしたり、数学や理科、英語の

勉強に力を入れたりと、高校のカリキュラムは学校ごとに特徴があります。

将来の希望がかなうかどうかを知る手がかりになるのが、その高校を卒業した先輩た

ちの進路です。「学校案内」や各校のウェブサイトなどを利用してここ数年分を振り返

ってみると、大まかな傾向をとらえることができるにちがいありません。

カリキュラムと同じように高校によってちがいが際立つのが校風。自主性を重んじる

学校か、きちんとした生活態度を重視する学校か ― あらかじめ雰囲気を知っておくこ

とが大切です。

そのために参加したいのが､各校が開く「学校説明会」｡最近は高校の先生が受験生に

「模擬授業」をしたり、在校生と一緒に部活動をする「体験入部」を取り入れたりする

説明会も目立ちます。受験を視野に入れている高校の説明会には足を運ぶのが鉄則。文

化祭などに出かけて直接、在校生から話を聞くのもおすすめです。

苦手の洗い出しと克服
秋からの勉強の柱になるのが過去問の演習です。いろいろな利用方法があり、時期に

よって取り組む目的が異なります。「弱点を見つけて克服する」「出題傾向をとらえる」

「身につけた知識をじょうずに使いこなす」「本番での解答のペースを覚える」 ― こ

の時期に特に力を入れたいのが苦手分野の洗い出しとその克服です。

これから学校の授業で習う単元もあるので、過去問をさっと見渡して中学１、２年の

ときに勉強した単元で構成されている問題を解いてみます。解き終えたらすぐに採点し、

解けなかった問題を見直し。「時間があるときにしよう」と後回しにせず、自分がどう

考えて解答したのか記憶が残っているうちに取りかかるのが大事です。
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生徒と保護者のための進路情報です。保護者の方も必ずご覧ください。



まちがえた問題は解説を読んで「自分の解答でどんな点にミスがあったのか」をとら

えます。疑問点が解消されない場合、参考書や問題集、塾のテキストなどでその部分を

チェック。問題をノートに書き出したり、類題を解いたりして正しい解き方を覚えます。

このように見直してから、１週間以内にもう一度解き、前回まちがえたところが補強

できているかどうかを確かめます。 【朝日中高生新聞より】

保 護 者 の 皆 様 へ

第２回進路希望調査 ～自分の進路について考えていこう～
年度の折り返し地点を過ぎ、卒業後の進路について具体的に考えていかなければなら

ない時期となりました。今週の２８日に第２回の進路希望調査を配布しました。ご家庭

でよくご相談の上、現在の進路希望について記入し、６日(木)までに必ず担任の先生に

ご提出してください。

なお、１１月下旬に予定

されている進路懇談会では、

この調査をもとに具体的な

進路先について話し合い、

いくつかの候補に絞ってい

きます。さらに、１２月の

個人懇談会では、２学期末

までの成績をもとに話し合

い、特に私立高校受験希望

者については志望校を１つ

に絞り込みますので、その

心づもりをしておいてくだ

さい。

第２回進路説明会 １１月２日(月)
先日、ご案内させていただいてきました「授業参観・進路説明会」が１１月２日(月)

にあります。授業参観は２時０５分より、進路説明会は３時１０分より本校体育館で行

います。保護者の皆様にはご多用中とは存じますが、ご出席くださいますようお願

い申し上げます。

あしなが育英会の高校奨学生予約募集(後期)
１ 応募資格 中学３年生で、平成28年4月に高校または高等専門学校に進学を希望していて、

①保護者を、病気または自死や災害(道路上の交通事故を除く)などで亡くしたり、

②保護者が重い後遺障害(１級～３級)を負っている家庭の子ども。

２ 奨 学 金 国公立高校・高等専門学校：月額25,000円 私立高校：月額30,000円

３ 出願期間 平成27年12月15日

４ 返 還 返還は無利子、20年間での分割返済です。また大学などへ進学した場合、大学等

在学中は願い出によって返還開始時期を先に延ばすこと(返還猶予)ができます。


